
資料 3-3 

1 
 

国民健康保険町立小鹿野中央病院経営強化プラン（骨子案） 
 

趣旨：西秩父地域の拠点病院として持続可能な地域包括ケアシステムの構築とその更なる 

推進を目指す。 

期間：令和 6 年度～令和 9 年度 

概要：一般病院 95 床（一般病床 45 床、地域包括ケア病床 30 床、休床 20 床） 

救急告示病院、初期救急医療病院、臨床研修病院 

診療科目：内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、 

       心療内科・精神科 

 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 

  ①地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割・機能 

   ・在宅医療体制の強化 

 ・地域に必要な医療の継続及び確保 

   ・感染症発生時の関係医療機関との連携強化、災害時連携病院指定に向けた体制整備 

   ・リハビリテーション機能の周知 

 

  ②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

   ・地域包括ケアシステムの更なる体制強化（訪問診療、訪問看護） 

   ・地域医療連携室の体制強化   ・地域内外の医療機関、福祉・介護施設等との連携強化 

   

③機能分化及び連携強化 

   ・秩父地域等の医療機関連携強化を図るため『地域医療連携推進法人』の検討 

   ・病床数、病床機能の適正化の検討 

   ・紹介患者受入可否返答スピードの改善 

 

④一般会計負担金の考え方 

   ・国の操出基準に基づいた経費負担 

  

⑤住民の理解のための取組 

   ・ホームページ、町報での報告   ・町議会での説明 

 

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

  ①医師・看護師等の確保 

   ・埼玉県派遣医師の確保   ・町の修学資金制度を活用した医師・看護師の確保 

   ・埼玉県医師育成奨学金を活用した医師確保 

 

②医師の働き方改革への取組 

   ・適切な労務管理の推進   ・タスク・シフト/シェアの推進 

  

３ 経営形態の見直し 

   ・地方公営企業法一部適用での経営を継続 

   ・経営状況並びに地域の状況に応じて広域化等の検討 
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４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

   ・院内感染対策の徹底   ・地域の医療機関との連携強化 

・感染症に対応する感染防護具等の備蓄 

・第二種感染症指定医療機関との連携強化及び情報共有 

 

５ 施設・設備の最適化 

  ①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

   ・施設整備の基本計画の策定 

   ・幹部会（医療機器検討委員会）による導入及び更新計画の検討 

   

②デジタル化（ＤＸ化）への対応 

   ・電子カルテ等医療情報システムの安定稼働及びセキュリティーの強化 

   ・オンライン資格確認の適正運用及び利用促進 

 

６ 経営の効率化 

   ・現状の地域に合わせた病床数の適正化及び病床機能見直しの検討 

   ・病床機能、病床数に合わせた職員定数の見直しの検討 

   ・委託料、使用料等経費の精査と見直し   ・医薬品、診療材料共同購入の検討 



現在
（R5年7月）

２０２５年
見込

増減

高度急性期 0 0 0

急性期 45 45 0

回復期 50 50 0

慢性期 0 0 0

休棟中等
非稼働

0 0 0

介護保険施設等
への移行

0 0

廃止 0 0

合計 95 95 0

資料3-3（参考資料）

①　医療機能ごとの病床数

変更の理由・内容の詳細（補足）等

2024年度より2病棟から1病棟への検討開始し、その1病棟を
2027年度までにサブアキュート機能又はポストアキュート機能
への移行を計画している。

医療機関所在地 秩父郡小鹿野町小鹿野300番地

公立病院対応方針 補足調査票

医療機関名 国民健康保険町立小鹿野中央病院
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現在
（R5年7月）

2025年
見込

○ ○

○ ○

○ ○

現在
（R5年7月）

2025年
見込

がん医療

脳卒中医療

心筋梗塞等の
心血管疾患医療

糖尿病医療

精神疾患医療

救急医療

災害医療

周産期医療

小児医療

在宅医療 ○ ○

感染症対策
・その他

○ ○

緩和ケア病棟は有していない
が、既存病棟又は在宅での対
応を行っている。

②　構想区域において担うべき医療機関としての役割

（１）自院の役割、機能

見直し検討による変更内容の
詳細（補足）等

（２）自院が担う医療

高度先端医療を提供する機能

急性期機能

サブアキュート機能
（肺炎や軽度の外傷など比較的軽症な疾患を持つ患者を受け入れる機能

（地域包括ケア病棟・入院医療管理料病床を含む））

ポストアキュート機能
（急性期後の在宅復帰に向けた患者を受け入れる機能
（地域包括ケア病棟・入院医療管理料病床を含む））

回復期リハビリテーション機能
（リハビリテーション医療等を提供する機能）

慢性期機能
（長期療養を支える機能）

在宅医療を提供する機能
（訪問診療・訪問看護）

小児医療を提供する機能

緩和ケアを提供する機能

その他

2024年度より2病棟から1病棟
への検討開始し、その1病棟を
2027年度までにサブアキュート
機能又はポストアキュート機能
への移行を計画している。

見直し検討による変更内容の詳細（補足）等

緩和ケアを提供する機能
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